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平成 28 年 5 月 11 日 

各都道府県建設業協会 会長 殿 

一般社団法人全国建設業協会 

会 長  近 藤 晴 貞 

［公 印 省 略］  

 

「基礎杭工事の施工における全建自主ルール」の策定について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

平成 28 年 3 月 8 日付全建事発第 107 号にてご案内申し上げたとおり、「基礎杭工事

の施工における全建自主ルール」を別添の通り策定しましたので、ご報告申し上げます。 

 本自主ルールは、国土交通省告示「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ず

べき措置」に準拠しており、施工体制、支持層到達の判断、及び施工記録について、現

場に即したルールとしております。 

 また、国土交通省「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」は、昨年 12 月の中間と

りまとめにおいて、国土交通省に対し、関係建設業団体よりルール運用状況フォローア

ップについて報告を求めることとしていることから、今後フォローアップ調査を実施し

ていく必要が生じるものと考えております。 

 その点も踏まえ、貴会会員企業への本自主ルールの周知徹底をお願い申し上げます。 

なお、本会ホームページにおきましても本自主ルールを公開することを申し添えます。 

以上 

別添 

・基礎杭工事の施工における全建自主ルール 

・（参考）「基礎杭工事の施工における全建自主ルール」の策定経緯について 

（担当）事業部 森 

TEL 03-3551-9396  FAX 03-3555-3218 

ﾒｰﾙ jigyo@zenken-net.or.jp 
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基礎杭工事の施工における全建自主ルール 

 

平成２８年４月２６日 

一般社団法人全国建設業協会 

 

４７都道府県建設業協会会員企業（以下「会員企業」という。）が、建築物を支える基礎形式として、

杭先端の支持力を主として考慮し、掘削孔に既製コンクリート杭を沈設する工法を採用した基礎杭工事

（以下「基礎杭工事」という。）を発注者より直接請け負った時は、下記ルールにより実施するものとす

る。 

 

１．施工体制 

 （１）施工体制の確認 

会員企業が置いた監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）は、基礎杭工事の

施工前に、当該工事の施工体制に問題がないか確認するものとする。 

監理技術者等は、当該施工体制に係る全ての協力業者の主任技術者の配置状況、資格等が建設業

法の規定に違反していないかを確認するとともに、違反している場合には協力業者に対し是正を求

めるものとする。 

また、杭工事の施工を請け負う協力業者（以下「杭施工業者」という。）に係る主任技術者は、杭

メーカーの実施する各工法の施工管理講習会の講習修了者とする。なお、「基礎施工士（既製杭施工

管理技士）」の有資格者であることが望ましい。 

 

 （２）会員企業の責務 

会員企業は、請け負った基礎杭工事の工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適切な監理

技術者等を配置しなければならない。 

会員企業は、基礎杭工事の施工前に、あらかじめ当該基礎杭工事に関する設計図書等に記載され

た地盤条件、施工方法、工期等基礎杭工事の施工に関する事項について確認し、当該施工体制に係

る全ての協力業者と共有しておくものとする。 

 

 （３）監理技術者等の責務 

監理技術者等は、施工の技術上の管理をつかさどる者として適正な施工を確保するため、現場条

件に即した施工計画の作成、工程管理、品質管理等の技術上の管理及び施工に従事する者に対する

技術上の指導監督を行うとともに、工事監理者に対し、作成した施工計画を提出し、計画の内容に

ついて説明するものとする。 

 

①  施工計画 

監理技術者等は、設計図書で要求された品質を満たすために、使用材料、施工プロセス・出

来形管理項目（支持地盤への到達・根入れ深さ、根固め液・杭周固定液の配合・注入量等）及

び施工精度（杭心、杭頭レベル等）を施工計画書にて明らかにする。 
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監理技術者等は、施工において杭の支持層未達を防止するため、杭の支持層の想定深度分布

を設計図書により確認する。確認の結果、杭長変更等の処置が必要な場合は、工事監理者に報

告し、その対策を協議する。 

 

②  工程管理 

監理技術者等は、杭工事の完了するまでの必要日数及び次工程への引き渡し日を、適切に設

定する。 

また、監理技術者等は、施工中に設計図書等に基づく施工が困難で有ること､又地盤条件と

異なることを発見する等、工程に変更が生じた場合は、杭施工業者との協議し、対応策を考案

の上、工事監理者に報告し、工期及びそれに伴う費用も含めその対策を協議する。 

 

③ 品質管理 

監理技術者等は、施工計画書に基づき、現地での立会い確認や施工記録の確認により、杭の

構造性能を満足できる施工プロセス及び施工精度であることを確認するものとする。施工中に

トラブルが発生した場合は、直ちに工事監理者に報告し、その対策を協議する。 

 

④ 情報共有 

監理技術者等及び杭施工業者は、採用する杭工法の適用範囲が設計図書の内容と合致してい

るか確認するものとする。 

監理技術者等は、杭工法の適用範囲が設計図書から外れている場合には、工事監理者と協議

し、対応策を決定する。なお、協議内容は記録に残すものとする。 

 

⑤  施工計画の周知徹底 

監理技術者等は、杭施工業者に対し、着工前に下記事項を周知徹底する。 

ⅰ 施工計画書に定められた手順通りに施工すること 

ⅱ 電流計の故障､測定機器､モニター等の故障が発生した場合等、予期せぬ変更やトラブルが

あった場合、自らの判断で進めることなく、監理技術者等に報告すること 

ⅲ 施工記録の紛失・消失防止のための方策と、紛失・消失があった場合の施工管理記録の改

変等の禁止 

 

 （４）杭施工業者の責務 

会員企業は、杭施工業者に対し、施工計画、工程管理、品質管理等を、以下のとおり適切に行う

ことを求めるものとする。 

 

杭施工業者が、基礎杭工事の施工前又は施工中に、設計図書等に基づく施工が困難であること、

設計図書等に示された地盤条件と現場条件とが異なることを発見したときは、書面をもってその

旨を監理技術者等に通知する。監理技術者等は、杭施工業者から通知がなされた場合には、遅滞

なく協議を行い、対応策を定める。 
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① 施工要領書等 

杭施工業者は、会員企業が策定した施工計画書に基づき、設計図書で要求された品質を確保

するために、必要な使用材料・機材（杭、杭打機、継手材、副資材等）、施工手順、施工精度

（杭心、杭頭レベル、杭の鉛直精度等）及び施工プロセス管理方法について、施工要領書等で

明確にする。 

② 工程管理 

杭施工業者は、監理技術者等から示された工程が適切であるか確認の上、その工程内で所定

の品質を確保できる施工手順、資機材・労務の投入量を計画する。 

③ 品質管理 

杭施工業者は、現地にて一連の施工プロセスが①の施工要領書等のとおりであることを確認

する。 

 

 

 

２．杭の支持層への到達確認 

 （１）試験杭 

監理技術者等は、設計図書等に沿った施工が可能か判断するため実施する試験杭の施工計画を策

定する。 

監理技術者等及び杭施工業者は、試験杭の施工に当たって、施工計画書及び施工要領書等にて計

画した使用機械、作業手順と同じ内容にて施工し、一連の施工が適切であるか確認する。また、監

理技術者等は、支持層の位置等の確認に当たり、自ら立会うとともに、原則として工事監理者と基

礎杭工事の施工体制に係る全ての協力業者の主任技術者に立会いを求める。 

 

 （２）本杭 

監理技術者等は、基礎杭工事における杭の支持層への到達について責務を有する。 

監理技術者等は、施工前に、杭施工業者による杭の支持層への到達に係る技術的判断及び根固め

液・杭周固定液の注入量の確認手法が適切であるか確認する。 

監理技術者等は、施工計画書において、支持層への到達及び根固め液・杭周固定液の注入につい

ての立会う杭を明確にする。なお、支持層に傾斜や起伏が想定される等、支持層への到達の判断に

当たって特段の注意を要する場合は、全杭の支持層への到達及び根固め液・杭周固定液の注入につ

いて立会うことが望ましい。但し、設計図書に記載がある場合はそれに従う。 

監理技術者等は、施工計画書に記載された立会い頻度で、現地にて杭の支持層への到達及び根固

め液・杭周固定液の注入を確認する。また、立会わない杭についても、施工記録、工事写真等書類

にて支持層への到達及び根固め液・杭周固定液の適切な注入を確認する。 
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３．施工記録 

 （１）施工記録 

杭施工業者は、基礎杭工事の施工を把握するために、オーガ掘削時に地中から受ける抵抗に係る

電気的な計測値、根固め液及び杭周固定液の注入量等を明らかにした施工記録を作成し、監理技術

者等に報告する。 

監理技術者等は、杭施工業者から報告がなされた場合には、その施工記録が杭の支持層到達等を

証明する記録として適正なものであることを確認し、その結果を工事監理者に、施工記録として提

出するとともにその内容を説明する。 

監理技術者等は、施工前に、記録データ消失に備えた写真撮影等の、当該施工記録に代替する記

録を確保する手法を定める。さらに、施工時にその代替記録手法にて記録を確保する。 

 

 （２）記録の保存期間 

会員企業は、あらかじめ施工の適正性を確認する施工記録の保存期間を定め、保存する。保存期

間は、少なくとも請け負った工事に係る瑕疵担保期間以上のものとするが、建物解体までの期間と

することが望ましい。 

 

 （３）情報技術導入の推進 

会員企業は、施工管理の効率化及び施工記録の紛失・消失防止の観点から、支持層への到達等に

関する合理的な新しい管理方法や施工記録のデータ保存等の情報技術の動向について、情報収集し

つつ導入に努める。 

 

以 上 

 

本自主ルールの PDF ファイルは、本会ホームページよりダウンロードすることができます。 

 

本会ホームページ http://www.zenken-net.or.jp/ 

 

※トップページ中の「お知らせ」よりご参照ください。 



「基礎杭工事の施工における全建自主ルール」の策定経緯について

平成27年10月 旭化成建材（株）が横浜市の分譲マンションにおいて施工不良や施工データの流用
があったこと等を公表

平成27年11月～12月 国土交通省 「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」（全6回）の開催

平成27年12月25日 「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会 中間取りまとめ報告書」の公表

○建設会社が基礎ぐい工事に際して一般的に遵守すべき措置を定めた告示の施行

○本会に対する、会員への周知指導及び、告示に準拠し現場に即した自主ルールの策定の要請

⇒平成28年3月8日 全建事発107号 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置
の制定について」にて、国交省の一般的施工ルールの周知

⇒平成28年3月～ 全建・自主ルールの策定作業
・事務局案の作成
・建築専門委員会委員への意見照会（平成28年4月11日）
・建設生産システム委員会委員への意見照会（平成28年4月18日）
・建設生産システム委員会委員長による修正したものの確認（平成28年4月25日）
・本会理事会での審議・承認（平成28年4月26日）

平成28年4月26日 「基礎杭工事の施工における全建自主ルール」の策定

○横浜市のマンション事案とデータ流用の実態を踏まえた問題の総括

○再発防止策（提言）

「建築物等の安全・安心と国民の信頼を回復するため、行政と建設業界が危機感と問題意識を共
有し、再発防止に全力で取り組むことが急務」

１．基礎ぐい工事に関する適正な設計・施工及び施工管理のための体制構築
［設計］地盤の特性に応じた設計方法に関する周知徹底
［施工］施工ルールの策定と現場での導入等
・国土交通省による一般的施工ルールの作成
・建設業団体等による自主ルールの策定
・関係建設業団体によるルール実施状況のフォローアップ

［工事管理］適切な施工管理を補完するための工事監理ガイドラインの策定 等

２．建設業の構造的な課題に関する対策
・元請・下請の責任・役割の明確化と重層構造の改善
・技術者や技能労働者の処遇・意欲と資質の向上
・民間工事における役割・責任の明確化と連携強化

⇒平成28年1月～6月 「中建審・社整審 基本問題小委員会」にて審議中

平成28年3月4日 国土交通省から本会への通達
「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置の制定について」

○会員企業への全建自主ルールの周知（平成28年5月11日）
○国土交通大臣への届出（平成28年5月11日）


